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明大アジア史論集第 23号

《論説》

『大唐開元礼』礼目

一収載されなかった祭祀儀礼を中心に一

江川式部

はじめ

とって、皇帝•国家によって行われる祭祀儀礼は、護国・豊穣を願うのみな

らず、王朝の正統性や秩序を表象するうえで重要な意味をもっていた。金子修一[2006]（l)が述べ

るように、漢代以後の国家礼制においては、皇帝権への天命思想の浸透を背景に、天命授受を演

出する郊祀と、天命継受の系統を示す宗廟の祭祀とが、

期以後は、王朝の各種の祭祀儀礼が、『周礼』に基づく

されるようになる。また魏晋南北朝

・賓・軍・嘉・凶の五礼に区分されて制

度化したことが、

礼制は、のち

[2009]叫こよって明らかにされている。このように形成されてきた王朝

・玄宗朝で編纂された『大唐開元礼』 150巻（以下『開元礼』と略称）におい

て、ひとつの完成形をみることになる。すなわち、王朝の祭祀儀礼が、吉礼 55条・賓礼 6条・

礼23条・嘉礼 50条・凶礼 18条に整理され、とくに重要な吉礼の冒頭には、晏天上帝をはじめと

した郊祀祭天の礼文と、天地陰陽の調和を祈念する

太廟（宗廟）の廟享の礼文が収載されることになっ

魏晋南北朝の分裂期から隋唐の南北再統一へと

捨し、礼制

るが、『貞観礼』

『顕慶礼』に

「九宮貴神」

認める礼目

には継受

帝葬儀）」

いったのか。唐代では『開元礼』

った「国憔（皇帝葬儀）」が

た「寒食拝掃（墓参儀礼）」が

など、『開元礼』以後に加え

として眺めてみると、

目が立てられなかっ

されなかった礼目としては、すでに多く

（玄元廟・太清宮・太微宮）」のほか、

ど祭地の礼文が、続けて

どのように礼目を定め、取

『顕慶礼』が編纂されてい

では削除され、また『貞観礼』

に新たに附記されたりもしている。

もあり、唐一代においても王朝が

しなが

ることに気が付く。そうした

「即位儀礼」や「国伽

「皇太子葬J「受禅儀礼」

のように、唐で実際に行われたにもかかわらず礼文が無いものと、「湮六宗」「高謀J「頑祭」「祓

除」など挙礼の有無が不詳で、編纂時にも礼文が作成されなかったものとがある。上述のように、
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国家の礼典として吉礼に組み込まれる祭祀は、皇帝の性格とも関わるため、慎重に取捨されたこ

とが推察されるが、その採否の理由ははっきりしない。

本稿では、これまであまり顧みられてこなかった、これら『開元礼』に収載されなかった祭祀

儀礼に着目し、収載に至らなかった経緯や背景について考えてみたい。個々の祭祀儀礼の沿革を

たどり、国家と儀礼の関係について考察を加えたいと思う。

1. 『開元礼』に収載されなかった礼目

池田温[1972] (J)は「大唐開元礼解説」の中で、「大唐開元礼は先行する貞観礼と顕慶礼を折衷継

承したものであり、公的な典礼の体系を示すのが本書の主旨である」と述べている。『開元礼』は

確かに当時の唐朝の礼の体系を詳細に示しており、その意味では欠く所がないようにみえる。し

かしこれを歴史研究史料として参照しようとする場合には、書かれた内容が制度であって実際で

はないことと同等に、書かれていない内容が多い点にも留意しなければならない。

以下は『宋書』礼志、『晋書』礼志、『隋書』礼儀志より記事を内容ごとに分けて礼目を付し、

整理したものである。もともと各志に項目が明記されているわけではないため、内容から報告者

が試みに分類した（表 1】。本稿ではこのうち、「湮六宗」「高謀」と「穣祭」の三つを取り上げ

て検討してみたい。

【表 1】 『開元礼』に収載されていない礼目一覧

五礼 礼目 典拠 時代沿革

吉礼 匝 宋書 14礼 1・魏書 108礼 1 舜典・周礼・前漢・後漢・曹魏・

晋書 19礼上・通典 44礼 4 西晋・北魏

廣残・頑祠 晋書 19礼上 後漢・曹魏・西晋

拝胡天 隋書 7礼 2 北周・隋

極 隋書 7礼 2・通典 55礼 15 漢・曹魏・西晋・東晋・宋・北斉．

隋

嘉礼 受禅 宋書 14礼 1 曹魏

（吉礼） 四 宋書 14礼 1・隋書 8礼 3. 周礼・前漢・後漢・曹魏・北斉．

通典 55礼 l5 宋・隋

上巳祓除・祓楔 宋書 15礼 2・晋書 21礼下 漢・曹魏・東晋

正月祓除 隋書 7礼 2 北斉

賓礼 聘享 宋書 14礼 1 漢・曹魏・西晋・東晋
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凶礼 皇帝葬・皇后葬 宋書 15礼 2・通典 79礼 39 漢・曹魏・西晋・東晋・宋・陳・唐

皇太孫喪 晋書 20礼中 西晋

外戚喪 宋書 15礼 2 西晋

皇族喪 宋書 15礼 2 宋

廃帝喪 宋書 l5礼 2 漢・曹魏

※穣祭については、吉礼に区分するものと嘉礼に区分するものとがあり、一貫しない。『通典』では吉礼に

区分している。

(1)湮六宗

湮六宗の「湮」は天を祭ることを意味する。「六宗」は『尚書』舜典に「律類干上帝、程干六宗J

とあることに由来するが、その神位が何であるのかについては、漢代以来、極めて多くの説があ

った。『尚書』舜典に付された唐・孔穎達の疏には次のように述べている。

正義日、●●…漢世以来、説六宗者多癸。……（漢）劉款以六宗謂乾坤六子。水・火・雷・風・

山・沢也。（漢）賣達以為六宗者、天宗三、日・月・星也、地宗三、河•海・岱也。……鄭玄

以六宗言「湮」……謂星・辰・司中・司命・風師・雨師。……晋初、幽州秀才張髭、上表云

「臣謂湮千六宗、祀祖考所尊者六、三昭三穆是也」。…•••各言其志、未知執是。（西晋）司馬

彪『続漢書』云「安帝元初六年、立六宗祠於洛陽城西北亥地、祀比大社、魏亦因之。晋初、

荀頻定新祀、以六宗之神諸説不同廃之摯虞駁之、謂『宜依旧、近代以来皆不立六宗之祠也』」。

(4) 

正義に日く、……漢世以来、六宗を説く者多し。・・・・・・（漢）劉歓は六宗を以て乾坤六子と謂

う。水・火・雷・風・山・沢なり。（漢）買達は以為らく六宗は、天宗三は、日・月・星なり、

地宗三は、河•海・岱なり、とす。……鄭玄は六宗を以て「湮」と言い・・・…星・辰・司中・

司命・風師・雨師と謂う。......晋の初め、幽川の秀才張髭、上表して云らく「臣謂らく六宗

に湮するは、祖考の尊ぶ所の者六を祀る、三昭三穆が是なり」と。……各おの其の志を言う

も、未だ執れが是なるかを知らず。（西晋）司馬彪『続漢書』に云らく「安帝の元初六年 (119)、

六宗祠を洛陽城西北の亥の地に立て、祀は大社に比う、魏も亦た之に因る。晋の初め、荀額

は新祀を定め、六宗の神諸説同じからざるを以て之を廃す。摯虞は之を駁し、『宜く旧に依る

べし、近代以来皆な六宗の胴を立てざるなり』と謂う」。 ※（）は著者補う。

ここをみると、後漢安帝の頃に洛陽に六宗祠が建てられたこと、また曹魏も同様であったこと

がわかる。「晋の初め荀顕新たに祀を定め」とあるのは、西晋の泰始礼（泰始2年<266〉)が編纂

された際のことをいう。このとき荀顕が六宗を採用しなかったことを、のちに摯虞 (250-300)が

非難したというのである。六宗についてはその後、北魏明元帝（在位 409-423) の時に平城に祀
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胴が建てられたようで、『魏書』巻 108・礼志には次のようにある。

泰常三年、為五精帝兆於四郊、遠近依五行数。各為方壇四陛、 通四門。……又六

宗・霊星・風伯・

泰常三年 (4l8)、五精帝の兆を

重、通四門を為

有り、祭は常日有り、

・先農之壇、皆有別兆、祭有常日、

り、遠近は五行の数に依る。

・風伯．雨師・司民・

゜
A
ノ

やがて洛陽遷都を控えた太和 l3年 (489)、孝文帝と臣下の高間と

あった。

高閻日「六宗之祀、礼無明文、

晋已来、逮千聖世、

歴代所疑。漢魏及晋諸儒異説…

皆有所欠、莫能評究。遂相因承、

よう

：（つい

埒埴三

り取りが

位而祭之。……請依先別処六宗之兆、総為一祀而祭之。」。帝日

類上帝、程於六宗』、文相連属、理似ー事。上帝称隷而無湮、

之、上帝・六宗当是一時之祀、非別祭之名。……然則『雖類上帝、

挙以成之。今祭圏丘、五帝在焉、其牲幣倶湮、故称『陣類上帝、

焉。六祭既備、無煩復別立六宗之位。便可依此付令、永為定法」。

（太和 l3年<489>)嵩間日く「六宗の祀は、礼に明文無く、名位壇兆は、歴代疑う所なり。

漢魏及び晋の諸儒は説を異にす・・・・・・凡そ十一家有り。晋自り已来、聖世に逮ぶまで、以為ら

自

総為一

称『津

以此推

、一祭也、互

。一祭而六祀備

く論者多しと雖も、皆な欠く所有り、能く評究する莫し。遂に相い因承し、別に六宗の兆を

立て、総じて一位と為して之を祭る。・・・・・・請うらくは先の別処六宗の兆に依り、総じて一祀

と為して之を祭らんことを。」と。帝日らく「朕射ら尚書の文を覧るに、 『隷類上帝、湮於

六宗』と称するは、文相い連属し、理は一事に似たり。上帝称隷して湮無く、六宗は程を言

いて其の名を別たず。此を以て之を推すに、上帝・六宗は当に是れ一時の祀、別祭の名に非

ず。・・鵞●…然らば則ち『騨類上帝、湮干六宗』は、一祭なり、互ごも挙て以て之を成す。今ま

園丘を祭るに、五帝在り、其の牲幣は倶に湮す、故に『隷類上帝、湮干六宗』と称す。一祭

して六祀備れり。

て令に付し、永く定法と

まず高間が、六宗については

では一祀を設けて祭ってきたこと

帝（晏天上帝）と五帝

式のことをさすと解釈し、

に依りて令に附し、永く

たことがわかる。

復た別に六宗の位を立る し。便ち此に依り

し」といい、歴代におし

ヽる。それに対して孝文帝は、

中での、牲幣を燃やし

あり ら、北魏

る上

に届ける儀

の神位を別に設ける必要はないと断じたのである。 「便ち此

とあることから、これ以後、北魏では六宗が廃止され
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その後の王朝で「湮六宗」が再度議論されることはなく、隋・唐の礼典にも礼目は立てられな

かったようである。ただ『通典』は六宗をめぐる経緯を沿革礼として収載しており、杜佑はここ

に試評を付して次のように述べている。

試評日、虞書『陣類於上帝、湮於六宗、望於山川、遍於群神』...…後漢馬融以天地四時為六

宗者、礼無湮地典四時之義。孔安国言、寒暑日月水旱為六宗者、於理又乖。鄭玄以星・辰．

司中・・司命・風師・雨師為六宗者、並是星質、不応更立風師・雨師之位。……後魏孝文帝以

天皇大帝・五帝為六宗、於義為当。……将出征、雖類也。湮宗、遍祀六天也。何以雖類之文

而迷都祀之礼乎。 (5)

試評して日く、虞書の『隷類於上帝、湮於六宗、望於山川、遍於群神』は……後漢馬融の天

地四時を以て六宗と為すは、礼に湮地と四時の義無きなり。孔安国言らく、寒暑日月水旱を

六宗と為すは、理に於て又た乖る。鄭玄の星・辰・司中・司命・風師・雨師を以て六宗と為

すは、並びに是れ星質、応に更に風師・雨師の位を立てざるべし。……後魏孝文帝の天皇大

帝・五帝を以て六宗と為すは、義に於て当と為す。……将に出征せんとするや、隷類するな

り。程宗は、遍＜六天を祀るなり。何ぞ陣類の文を以て都祀の礼を迷んや。

『尚書』にいう「陣類」は本来「類（祭祀の名）を上帝に陣ぶ」の意であり、「湮」は煙を上げて

祭ることをいう。このため杜佑は「六宗」とは臭天上帝と五方帝の、 6つの天神であることを述

べて、孝文帝の解釈に同意しているのである。孝文帝以後に廃されて久しい六宗について、その

議論の経緯を、杜佑が『通典』にわざわざ残した理由についてはよくわからない。ただ、「何ぞ隷

類の文を以て都祀の礼を迷わんや」とあるところから、或いは唐・徳宗期（在位 779-805) に行

われた礼議の中で、六宗に関する議論が再燃していたのかもしれない。

(2)高謀

「高謀」は子授けの神である。『礼記』月令に「（仲春之月）是月也、玄鳥至。至之日、以大牢

祠高謀、天子親行、后妃帥九嬢御。（是の月や、玄鳥至る。至るの日、大牢を以て高謀を祠る、天

子親ら行き、后妃は九濱を帥いて御る）」（6）とあり、その鄭玄注には次のように述べられている。

玄鳥燕也。……高辛氏之出、玄鳥遺卵、娘簡呑之、而生契。後王以為媒官嘉祥、而立其祠焉。

変媒言謀神之也。

玄鳥は燕なり。……高辛氏の出〔世〕や、玄鳥卵を遺し、賊簡之を呑み、契を生む。後の王

媒官の嘉祥と為すを以て、其の祠を立つ。媒を変じて謀と言うは、之を神とすればなり。

高謀は、前漢武帝が 29歳でようやく皇子が生まれた際に、謀祠を長安城の南に立ててこれを祀

ったことから皇帝祭祀のひとつとされるようになり、その後、曹魏・西晋・東晋・宋・北斉・隋

で行われていたことが『隋書』巻 7・礼儀志(7)及び『通典』巻 55・礼 15(8)にみえる。このうち北
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ヽては、『隋書』巻 7.礼儀志にやや詳しくその儀礼の次第が述べられているので、以下に

その内容をみておきたい。

為壇於南郊傍、広輪二十六尺、高九尺、

祀青帝於壇、以太臭配、而祀高謀之神以祈子。

日、皇帝親

謀神壇下東陛之南西向。礼用青珪束吊、牲共以一太牢。

偉衣、乗重誓。皇帝初献、降自東陛、皇后亜献、降自

帝及后並詣樗位、乃送神。

壇を南郊の傍に為り、広さ輪二十六尺、高さ

の日、皇帝親ら六宮を帥い、青帝を壇に祀り、

其の儀、青帝は北方にて南向し、

礼は青珪束吊を用い、牲は共に一太牢を以てす。祀りの日、

皇后は樟衣を服し、重蓄に乗る。皇帝初献し、降る

自りし、並びに便坐に詣る。夫人終献し、

り、乃ち神を送る。皇帝皇后及び琴官皆な拝す。

規模、様式、また祭祀の期日

、牲牢等まで、かなり詳細に記録されている。

配帝東方西向、

乗玉酪。皇后服

夫人終献、上濱献干

毎歳春分玄鳥至る

りて以て子を

し、王略に乗

し、降るに

帝及び后は並びに檀

、礼畢りて還る。

・皇后・夫人・

ヽても「隋制亦以玄烏至之日、

祀高謀於南郊壇、牲用太牢ー。（隋制も亦た玄鳥至るの日

う）」とあって、その祭祀は継承されたようである

『貞観礼』への改変を検肘した呉麗娯氏も、こ

しているが、その理由についてはふれていなし

唐が高謀を礼典に入れなかった理由については、

り、牲は太牢

しなかった。隋礼か

き継がれなかった点

り ヽものの、次の『晋

，．礼志の記述が、ひとつの考え方を提供してくれるよう

礼、王為琴姓立七祀、日司命、中雹、国門、

祀高謀・・・・・・江左以来、不立七祀、霊星則配饗南郊、

礼に、王は輩姓の為に七祀を立つ、日＜司命、中魯、

るの日、太牢を以て商楳を祀る…•••江左以来、

し、復た特に置かず。

唐の貞観年間に編纂された『晋書』では、高謀のことは七祀

う。

日、以太牢

(10) 

大属、戸、竜なり。仲春

霊星は則ち南郊に配饗

中魯、国門、国行、大腐、

、鼈）と同じ部分にまとめて記述されているという点である。七祀については『礼記』祭法に

典拠がある(II)。『開元礼』では巻 37・皇帝時享於太廟条に「祭七祀礼」の礼文が付されており、

その祭祀は太廟時享時（孟春・孟夏・孟秋・孟冬・服）にあわせて、太廟廟庭の西門の内道に神

して行うことになっているが、ここに謀神の名はない。
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七祀と高謀とは、それぞれ「祭法」「月令」と、いずれも『礼記』に典拠をもつ祭祀である。『晋

書』礼志に七祀と高謀がまとめて記載されているのは、おそらくその神格が、鄭玄がいう「小

神」 (!2)に区分されると考えられたからであろう。もし仮に、唐礼編纂に際して高楳が祭祀対象

の神格として認められ、その祭祀の次第が収載されるようなことになっていたとすれば、それは

七祀に類した形であったはずである。では採否を分けた違いは何かと考えると、そもそも七祀は

「王は群姓のために七祀を立つ」（『礼記』祭法）とあるのに対して、高楳は皇嗣を求める皇帝自

身のための祭祀ではあっても、群生のためのものではないという点が指摘できる。国家の礼典で

あり吉礼祭祀である以上、天命を受けた皇帝が行うべき祭祀は、臣民のために天地陰陽の調和を

祈るものでなければならず、したがって吉礼の礼目からは除かれたと考えてよいのではなかろう

か。

高楳はのちの北宋・仁宗期に有司摂祭で行われたことがわかっており (ll）、これはそれに先立つ

景祐 4年 (1037)、当時まだ皇嗣のいなかった仁宗に対する、殿中侍御史の張奎の建言を受けたも

のであった。儀式次第はその後『太常因革礼』巻 79に「新礼」として収載されることになるが(14)、

そこに録された張奎の上言の中に「唐明皇帝因旧月令、特存其事。及開元礼已不復著（唐明皇帝

は旧月令に因り、特に其の事を存せしむ。開元礼に及びて已に復た著さず）」とあり、玄宗がかつ

てこの高謀を『旧月令（大唐月令）』に入れて残そうとした一方で、『開元礼』には収載されなか

ったことが述べられている。

玄宗が高謀を『唐月令』に残そうとした、というこの記事については、『通典』巻 55・礼 15• 

吉礼に「大唐月令、亦以仲春玄鳥至之日、以太牢祀於高謀、天子親往（大唐月令も、亦た仲春玄

烏至るの日を以て、太牢を以て高楳に祀り、天子親ら往く）」とある文章にも対応している。開元

当時、李林甫等により編纂されていた『唐月令』には、歳時行事として記事が残されたのであろ

ぅ(15）。一方で高謀が『開元礼』に収載されなかったことについては、いまだ明確な答えは見いだ

せないが、北宋仁宗の例から実際的な意義や背景を考えてみると、唐朝の場合は、『貞観礼』 (637)、

『顕慶礼』 (658)、『開元礼』 (732) の編纂時期のいずれにも、皇帝に皇嗣が無いという問題には

直面しておらず、高謀を行う必要は無かった。このため、これを時令として記録はしても、儀式

次第を組んで国家の礼典に収載する必要はなかったと考えてよいのではなかろうか。

(3)穣祭

「直とは邪を祓い災を消すために行う祭祀である。『周礼』天官・女祝の「掌以時招・梗・噌・

積之事、以除疾残。（時を以て招．梗・檜．穣の事を掌り、以て疾残を除く）」（16)に由来し、その

鄭玄注には、

玄謂、梗禦未至也。除災害日憎、檜猶舌ll去也。徘変異日積、穣、攘也。四礼、唯濱其遺象今
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らく、梗は未だ至ら ぐなり。災害を除く と日い、檜は猶お舌11去のごときな

り

とあ

くを穣と日い、積は、攘なり。四礼は、唯だ穣のみ其の遺象は今に存す。

これに買公彦が疏を付して「此四礼、至漢時、招梗及檜不行、唯積一礼、漢日猶存其遺

象（此の四礼は、漢の時に至り、招梗及び噌は行われず、唯だ穣の一礼のみ、漢日

を存す）」と述べている。 ていたとされた祭祀の一つで、漢代には積のみが

伝えられていたと、考えられてし

内容について『晋書』礼志は、

、常設葦菱・桃梗、森碓於宮及百寺之門、以i裏悪気。 (17)

常に葦菱（葦を束ねた綱）・桃梗（桃の木で彫刻した避邪用の木偶）を設け、維を宮及

び百寺の門に森り、以て悪気を頑う。

と述べており、ほぽ同じ内容が「晋制」として『通典』巻 55 ・礼 l5• 吉礼(18)にもみえる。「森緬」と
は維を描いた図を諸門に貼ることで「画碓」ともいい、南朝梁・宗懐撰『荊楚歳時記』にも正月

りとしてみえてい にはまた西晋・ 2年 (266)のこととして

春分詞腐残及濃祠。詔日、不在祀典、除之。（有司、春分に贋残及び穣祠を祠らんことを奏す。詔

して日く、祀典に在らず、之を除け、と）」（20)とあることから、この年に成書した泰始礼には、

穣祭の儀式次第は収載されなかったとみられる。

さらに『宋書』巻 14• 

漢儀、則仲夏之月設之、有桃卯、無森碓。案（魏）明帝大修頑礼、故何晏穣祭議、拠維犠牲

供讀震之事、深碓宜起於魏也。……但未詳改仲夏在歳旦之所起耳。宋皆省、而諸郡県此礼往

(21) 

漢｛義、則ち仲夏の月に之を設く、桃卯有りて、深碓無し。案ずるに（魏）明帝大いに穣礼を

修め、故に何晏の積祭議に、「維の犠牲もて頑貴の事に供す」に拠り、深碓は宜＜魏より起る

なり。．．…但だ未だ仲夏を改め歳旦に在するの起る所を詳にせざるのみ。宋は皆な省くも、

諸郡県は此の礼往往に

とあり、漢代では仲夏に桃卯 と同様のものか？）を用いて行われてし

たこと、森維はその後の曹魏より らしいが、

るようになった時期は不明であることが述べられてい

なかったが、民間では行われ続けたようである。

たヽも

宋朝でもこ いられ

ところで唐礼には、「積祭」と

あった。季冬に行われ、そ

めに行われる儀礼として項信（おにやらい）」が

『開元礼』巻 90に「大難」「諸州県灘」として、軍礼の

末条に収載されている。方相氏m)に擬態した人物を中心に大人数で行われる（義礼で、犠牲には雄
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維を用いるが、本稿で検討した醸祭とは由来を異にする。この難の儀式次第の中には、「維某年歳

次月朔日、天子遣太祝臣姓名、敢昭告於太陰之神。・・・・…尚饗。」とする祝文があり、これが「太陰

之神」 (23)に対して行われるものであったことが知られる。つまり灘は主祭神のある祭祀であり、

禰祭とはこの点が異なっていたことが指摘できる。典故由来の明確な神位を主祭神として持って

いなかったことが、積祭が『開元礼』に収載されなかった理由の一つと考えてよいのではなかろ

うかC

以上みてきたところを整理しておく。六宗は北魏の洛陽遷都の段階で神格から削除され、隋ま

で行われてきた高謀は唐貞観礼には継承されず、正月（または仲夏）の穣祭は晋・泰始礼編纂の

段階で削除されている。三者に共通する点として、いずれも国家礼典の大規模な改変（再編）が

行われた際に削除されたであろうことが指摘できる。その理由としては、六宗は神格が諸説不定

であったこと、高謀は臣民のために行われる祭祀でないこと、頑祭は特定の神格に祈念する祭祀

ではなかったこと、が考えられた。そのようであるとすれば、『開元礼』の礼目のうち、とくに祭

祀に関する吉礼部分の礼目については、まず唐朝が認める明確な神格が求められた可能性が考え

られよう。

2. 『開元礼』礼目の再検討ー吉礼を中心に一

六宗・高謀・積祭の唐礼に収載されなかった 3種の祭祀の特徴をみてくると、反対に唐朝が行

うとした祭祀では、神格が由来も含めて明瞭で、その目的が臣民のために行われるものであるこ

とが条件とされたと考えられる。このため『開元礼』吉礼の礼文から、主祭神及びその祭祀の規

模に基づく三祀（大祀・中祀・小祀）の区分を整理したものが後段の［表 2]である。

【表 2】 『開元礼』吉礼礼目・主祭神・祭所一覧

開元礼•吉礼目 区分 主祭神 祭所

巻 4・ 5 冬至祀園丘 大 臭天上帝 園丘

巻 6• 7 正月上辛祈穀於園丘 大 臭天上帝 園丘

巻 8• 9 孟夏零祀於園丘 大 臭天上帝 園丘

巻 10• II 季秋大享於明堂 大 臭天上帝 明堂

巻 12・ 13 立春祀青帝於東郊 大 青帝霊威仰 東郊壇

巻 14• 15 立夏祀赤帝於南郊 大 赤帝赤漂怒 南郊壇

巻 16• 17 季夏土王日祀黄帝於 大 黄帝含枢紐 南郊壇

南郊
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巻 18・ 19 立秋祀白帝於西郊 大 白帝白招拒 西郊壇

巻 20・ 21 立冬祀黒帝於北郊 大 黒帝叶光紀 北郊壇

巻 22• 23 服日蜻百神於南郊 中 大明・夜明 南郊壇

巻 24• 25 春分朝日於東郊 中 大明・夜明 朝日壇（春明門外）

巻 26• 27 秋分夕月於西郊 中 夜明 夕月壇（開遠門外）

巻 28 祀風師祀雨師祀霊星 小 風師・雨師・霊星・司中・ 風師壇（通化門外十三里渚水東

祀司中・司命・司人・司禄 司命・司人・司禄 道南）

雨師壇（金光門外一里半道南）

重星壇（春明門外二里道南）

司中・司命・司人・司禄（光化

門外二里道北）

巻 29・ 30 夏至祭方丘 大 皇地祇 方丘（宮城北四里）

巻 31・ 32 孟冬祭神州於北郊 大 神州地祇 北郊壇

巻 33・ 34 仲春仲秋上戊祭太社 中 太稜 太社

巻 35 祭五岳四鎮 中 東岳岱宗ほか 五岳四鎮廟 (9所）

巻 36 祭四海四涜 中 東涜大淮ほか 四海四涜廟 (8所）

巻 37・ 38 時享於太廟 祭七祀 中 献祖ほか 七祀（司命・ 太廂 七祀・太廟廟庭

礼 戸・竃・中魯・門・属・行）

巻 39・ 40 后合享於太廟 中 献祖ほか 太廟

巻 41• 42 諦享於太廟 中 献祖ほか 太廟

巻 43 粛明皇后廟時享 中 粛明皇后 粛明皇后廟

巻 44 孝敬皇帝廟時享 中 孝敬皇帝 孝敬皇帝廟

巻 45皇帝拝五陵 皇后拝五陵 ？ 各皇帝・皇后神座 諸陵寝宮 (5所）

太常卿行諸陵

巻 46• 47 孟春吉亥享先農耕 中 后稜氏 先農壇（東華門外十五里逢水東

藉 道北五里）

巻 48・ 49 季春吉巳享先蚕親 中 先蚕氏 先蚕壇（宮北苑中）

桑

巻 50 享先代帝王 中 帝僭・帝発・帝舜・夏王馬・ 帝咎．頓 帝発：平陽帝舜：

殷王湯・周文王・周武王・ 河東夏王萬安邑殷王湯：

漢高帝、及び配臣 堰 師周 文王 ・郵 周武 王・ 鏑

漢高帝（高祖） ：長陵
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巻51 薦新於太廟祭中魯於太廟 小 司寒：玄冥之神 中雹：中 太廟•五龍壇

孟冬祭司寒 興慶宮祭五龍壇 雹五龍：龍神

巻 52 皇帝皇太子視学 ※祭祀なし 国子学

巻 53・ 54 釈莫於孔宣父 皇子 中 先聖孔宣父 国子監孔子廟

束修学生束修

巻 55 仲春仲秋釈莫於斉太公 中 斉太公 国子監孔子廟

巻 56• 57 巡狩告於園丘 ？ 臭天上帝 園丘

巻 58• 59 巡狩告於太社 ？ 太稜 太社

巻 60• 61 巡狩告於太廟 ？ 献祖ほか 太廟

巻 62 皇帝巡狩 ウ 岳神ほか 各廟

巻 63 封祀於泰山 大 臭天上帝 泰山

巻 64 禅於社首山 大 皇地祇 社首山

巻 65 時旱祈太廟時旱祈太社 中 太廟・献祖ほか 太社・后 太廟太社

土氏

巻 66 時旱祈岳鎮於北郊 中 岳鎮海涜 北郊壇

巻 67 時旱就祈岳鎮海涜 久雨 中 岳鎮海涜 岳鎮海涜廟 国門

禁国門

巻 68 諸州祭社稜 后土氏 州社

巻 69 諸州釈莫於孔宣父 州学 先聖孔宣父 州孔子廟

生束修

巻 70 諸州祈社稜諸州祈諸神 后土氏ほか 州 社 城 門

諸州禁城門

巻 71 諸県祭社稜諸里祭社稜 后土氏 県社城門

巻 72 諸県釈莫於孔宣父 県学 先聖孔宣父 県孔子廟

生束修

巻 73 諸県祈社稜諸県祈諸神 后土氏ほか 県社・県城門

諸県禁城門

※親祭と有司摂事は同欄とした。区分欄の「？」は大祀・中祀・小祀の区分不詳、空欄は諸州県執祭。

上の【表 2】では試みに挙祭の場所についても整理したが、吉礼に収載された礼目に関しては、

祭祀の次第を伴わない巻 52皇帝皇太子視学を除いて、いずれも祭神と祭所が定められていたこと

が確認できる。礼目順に再度、これらを定期か臨時かの祭期条件を加えて分類整理すると、［表
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3】のようになろう。

大祀・中祀・小祀の区分については、祝文にみえる皇帝の自称や祭祀に供される酒類の種類が

異なることが指摘されていたl24）。しかし『開元礼』吉礼部分の各礼目の配列は、大祀・中祀・小

祀の順に組まれているわけではなく、また挙祭場所ごとに区分されているのでもない。一見かな

り奇妙な配列になっているのである。これまで、吉礼目がなぜこのような配列順になっているの

かについて、明確な根拠は示されてこなかった。しかしここに【表 3)のごとく挙祭の時期が定

期か臨時かを加えると、（表 2)の中祀の後にまた大祀が入り込む配列が、説得力をもって理解

されてくる。

礼典への採否については、臣民のために行われる祭祀であること、天・地・宗廟・先王廟・学

廟に関連する神格であること、原則として定められた時期に行われる祭祀であること、そしてそ

のいずれもが「在祀典」すなわち『礼記』や『周礼』などの古礼に明確な典拠をもつこと、が条

件だったのではあるまいか。そして収載決定後は、定期・臨時に分けられ【表3)中段のごとく

天・地・宗廟…の順序で配列されたと考えられるのである。

【表 3】 『開元礼』吉礼礼目分類表

巻数 祭祀・祭神の分類 挙祭の時期

巻 4~28 天に関係する神々 定期

巻 29~36 地に関係する神々 定期

巻 37~45 宗廟・皇族廟 定期

巻 46~51 その他雑祭祀・廟享 定期

巻 52~55 学廟 定期

巻 56~62 巡狩 臨時

巻 63~64 封禅 臨時

巻 65~73 諸州県社稜・学廟・時旱・ 臨時

久雨

おわりに

隋唐礼制の系統や性格をめぐる問題については、既に多くの研究がある。唐ひいては隋の礼制

が主に北斉及びその先の北魏に大きく依拠することを指摘した陳寅格[I 963] (25)をはじめ、武徳年

間の礼・楽が隋開皇の制を沿襲しながらも大業の制を排除したものでなく、貞観十一年の貞観礼

の制定が天下安定を背景としたものであったことを述べた高明士[I 993] (26)、漢～唐間の制礼観念
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もつ礼がそれを実践する中で日

として理解されるようになると

とした儀礼礼文が組み込まれるように

そして呉麗娯主編[2016]⑲では、

呉麗娯・雷聞により俯諏さ

これが一種の

[2003)(27)、唐～宋間

した張文昌

での国家礼制及

通過点のひとつであった『開元礼』だけが伝わり、その前

後の礼典が残されていないという現状を考えたとき、これら先行研究が扱う、継承された祭祀や

新たに取り込まれた祭祀に加えて、唐が敢えて『開元礼』に継承しなかったものについての目配

りも、礼典の変遷過程を考えるうえで軽視できない問題であると思う。本報告はその試みとして

『開元礼』「吉礼」に取りこぼされた「湮六宗」［高楳」「穣祭」の三種をとりあげて検酎してみた。

その結果、吉礼部分の構成とその配列の原則が、おぼろげながら浮かび上がってきたように思う。

本報告で考察が及ばなかった嘉・賓・軍・凶礼の構成ついては、

われており (30)、今後時期をみて整理を試みたいと思う。
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